
令和元年度決算 健全化判断比率(確定値)

P．１

・県内全団体が早期健全化基準未満となりました。

和歌山市 80,043,035 11.25% － － 16.25% － － 11.3% 11.7% 127.6% 118.2%

海南市 13,615,223 12.89% － － 17.89% － － 6.3% 6.4% 88.0% 79.4%

橋本市 16,163,868 12.70% － － 17.70% － － 13.6% 13.3% 101.1% 109.5%

有田市 7,090,456 14.02% － － 19.02% － － 9.2% 10.3% － －

御坊市 6,731,698 14.14% － － 19.14% － － 12.5% 11.9% 103.4% 104.9%

田辺市 23,465,116 12.19% － － 17.19% － － 8.7% 8.1% － －

新宮市 9,221,761 13.47% － － 18.47% － － 14.5% 15.7% 47.5% 57.8%

紀の川市 18,355,947 12.57% － － 17.57% － － 7.2% 8.5% － －

岩出市 10,462,711 13.26% － － 18.26% － － 4.0% 3.7% － －

紀美野町 4,510,321 15.00% － － 20.00% － － 10.0% 9.3% 48.4% 64.2%

かつらぎ町 5,869,566 14.51% － － 19.51% － － 11.7% 12.6% 92.7% 111.7%

九度山町 2,131,260 15.00% － － 20.00% － － 13.7% 14.6% 80.5% 88.0%

高野町 1,998,707 15.00% － － 20.00% － － 5.5% 6.5% － －

湯浅町 3,470,442 15.00% － － 20.00% － － 9.9% 9.9% 20.1% 5.6%

広川町 2,573,291 15.00% － － 20.00% － － 5.9% 5.4% － －

有田川町 9,830,401 13.36% － － 18.36% － － 13.4% 12.6% － 8.6%

美浜町 2,255,016 15.00% － － 20.00% － － 6.7% 6.2% 57.2% 55.4%

日高町 2,606,625 15.00% － － 20.00% － － 8.6% 7.6% 72.0% 66.3%

由良町 2,447,475 15.00% － － 20.00% － － 12.8% 12.2% 203.9% 175.9%

印南町 3,247,391 15.00% － － 20.00% － － 7.0% 7.4% － －

みなべ町 5,050,726 14.97% － － 19.97% － － 11.8% 12.8% 21.7% 39.0%

日高川町 5,246,435 14.84% － － 19.84% － － 11.3% 12.0% － －

白浜町 7,050,935 14.03% － － 19.03% － － 8.6% 7.7% 31.4% 50.2%

上富田町 3,888,265 15.00% － － 20.00% － － 14.7% 14.1% 79.0% 78.3%

すさみ町 2,377,407 15.00% － － 20.00% － － 7.0% 6.7% － －

那智勝浦町 4,893,424 15.00% － － 20.00% － － 6.7% 6.4% 37.5% 42.1%

太地町 1,367,157 15.00% － － 20.00% － － 4.7% 4.1% 0.3% －

古座川町 1,949,314 15.00% － － 20.00% － － 5.9% 5.6% － －

北山村 507,983 15.00% － － 20.00% － － 4.2% 2.8% － －

串本町 5,948,020 14.47% － － 19.47% － － 10.3% 9.3% 69.1% 66.2%
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※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率がない場合は、「 － 」と表示しています。



令和元度決算 資金不足比率(確定値)

P．２

・県内市町村等が経営する全ての公営企業会計が、経営健全化基準未満となりました。
しかし、５つの公営企業会計において、資金不足が生じました。

※資金不足額が生じている企業のみ

単位：千円

市町村等名 事業名

和歌山市 宅地造成

有田市 病院

串本町 病院

国民健康保険野上
厚生病院組合 病院

御坊市外五ヶ町病院
経営事務組合 病院

※資金不足比率が２０．０％以上となると公営企業会計に係る「経営健全化計画」の策定が必要。

20.0%
患者数の減少や新病院開院(H23)に伴う
起債償還負担等のため

病院事業会計 平成28年度 232,301 1,580,591 14.6%

資金不足額が発生した主な要因資金不足比率（A／Ｂ）資金不足額（A）特別会計名 資金不足額発生年度 事業の規模（Ｂ） 経営健全化基準

土地造成事業特別会計

ひだか病院事業会計 平成29年度 563,746 5,859,109

国民健康保険野上厚生病院組合事業会計 平成28年度 224,059 2,163,573

病院事業会計 平成27年度 130,911

9.6% 20.0%
診療管理棟及び日高看護専門学校建設
（H22～25）等に伴う起債償還負担や患者
数減による医業収益の減少等のため

439,130平成24年度 4,056,205 10.8% 20.0%
地方債の償還金が多額に及ぶ状況が続
いているため

医薬品等材料費の増加等による医業費
用増加や、借入金の返済等のため10.3% 20.0%

2,322,692 5.6% 20.0%
外来患者数減少等による医業収益減の
ため


